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第 15回 緑区中山町住居表示検討委員会 要旨 

 

日 時 平成 30年３月 13日（火）午後３時～午後３時 45分 

開 催 場 所 中山町自治会館 

出 席 委 員 

検討委員：相原会長、齋藤(宏)副会長、古内委員、齋藤(純)委員、 

野末委員、田島委員、砂金委員、杉本委員、 

齋藤(利)委員、本多委員、岩間委員、奥津委員、 

石井(初)委員、中藤委員、黒野委員、臼井委員、 

丸山委員、小川委員、髙木委員、石井(雅)委員、 

阿部委員、久保寺委員 

欠 席 委 員 永岡委員、宮崎委員 

開 催 形 態 公開（傍聴人２人） 

議    事 

・町境変更案に関する意見募集の報告について 

・町境変更案の方針について 

・緑区中山町第一次地区住居表示居住調査開始のお知らせ資料に 

ついて 

決 定 事 項 ・居住調査チラシの内容 

 

議    事 

【会長】 

 

 

 

 

 

 

【委員】 

 

【会長】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

議題に入る前に委員の変更についてお話しさせていただきます。 

 

駅前ハイツの永岡委員と寺山町自治会の中藤委員がご都合により、退

任されます。そこで、寺山町の中藤委員の代わりとして加藤龍昭様、

そして永岡委員の代わりとして中山町自治会から斎藤純男様を推薦し

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（拍手で了承） 

 

ありがとうございます。 

 

１ 町境変更案に関する意見募集の報告について 

（資料１に沿って説明） 

１月中旬から２月 12 日にかけて、町境変更エリアにお住まいの方を対象

に、意見募集を行った結果についてまとめた資料です。 

１ 実施報告 

実施の概要と回答率・数について記したものです。 

２ 結果 

中山町、寺山町、そして町名の記載がないご意見の賛成・反対の内
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【会長】 

 

【委員】 

 

【事務局】 

 

【会長】 

 

【委員】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長】 

 

【事務局】 

 

訳になります。 

主な意見についても、併せて記載しております。 

 

資料についてご質問をお願いします。 

 

配布数が 450 枚ということだが、この中で、中山町と寺山町の内訳は。 

 

寺山町が約 120 世帯、中山町が約 330 世帯で、事業所も含めています。 

 

議題１についてはよろしいでしょうか。 

 

問題なし。 

 

２ 町境変更案の方針について 

（資料２に沿って説明） 

１ 今後の方針 

現状から比べ変更の影響の少ない町境として、三菱東京 UFJ銀行

から自転車駐車場・消防署へ抜ける道とする案を考えています。具

体的には、資料中の横浜市の方針案図中の赤色の点線で示したもの

になります。 

２ これまでの考え方 

これまで提案していた町境案は、中山駅南口のロータリーと中山

駅南口入口交差点を結ぶバス通りとし、寺山町の事業所を含む 120

世帯が「中山○丁目」など、新しい住所となるものでした。 

この町境を採用しなかった場合には、川和踏切から緑郵便局入口

を経由する道を町境とし、中山町の一部が住居表示保留地域となる

ものでした。 

横浜市の基本的な考え方は、公道を町境としておりましたが、地

域の皆様のご意見を鑑み、新しい方針案としました。 

３ 影響の範囲 

新しい町境案とした場合、寺山町の一部の事業所を含む世帯にお

いて、住所及び本籍の変更となり、住所変更等の手続きが生じます。 

４ これからのスケジュール 

第一次地区と第二次地区の具体的なスケジュールは資料の通り

です。 

 

町境の変更についてご意見・ご質問をお願いします。 

 

説明を捕捉させていただきます。新しい町境案によってより現状に近

い町境になるとはいえ、資料中の赤い地域の７棟は町名の変更等が発
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【会長】 

 

 

【委員】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

【会長】 

 

 

 

【委員】 

 

 

 

 

【委員】 

 

【事務局】 

 

 

 

 

【委員】 

 

【事務局】 

 

 

【会長】 

生します。そこで先日から７棟のお宅に訪問し、説明を行っておりま

す。ご不在でお会いできなかった方や、新しい案に関して説明が不足

していると感じておられる方もいらっしゃいますので、引き続きご理

解とご協力を頂くために説明してまいります。地域にとっては新しい

町づくりが大事ではあるものの、長年親しんできた寺山町という町名

が変わるというのは非常に大きいことですので、お住まいの方々のご

意思が大事になります。引き続き丁寧に説明を行ってまいります。 

 

いま事務局から説明のあった通り、事務局からの補足事項も踏まえ皆

様からご意見を頂戴したいと考えております。 

 

影響範囲図の凡例の中で、「寺山町から新しい町へ」となっているが、これは

「寺山町から中山町へ」ではなくて「新しい町へ」でよろしいか。 

 

検討委員会での新しい町名案は「中山○丁目」となっていますが、正

式決定は横浜市会で行われるものですので、「新しい町」と表記してい

ます。 

 

これまでの町境案から大幅な変更となります。しかし影響のある区域

があるということで、検討委員会としても協力をしていきたいと考え

ています。 

 

影響のある７棟の方々には、横浜市及び自治会からの丁寧な説明をお

願いする。住民の方々の中には個別訪問の場ではなく、公の場で意見

を述べたいとおっしゃっている方もおられる。そのような場を設けて

ほしい。 

 

新しい町境案とする道は、全て認定道路か。 

 

資料中の影響範囲図で、赤い区域に接している道路は私道です。横浜

市としてはこれまで、町境は認定道路上に設定するとしていました。

今回はこれまでのご意見を鑑み、私道を選択していますが、私道です

ので所有者の方々への丁寧な説明が必要と考えています。 

 

住居表示審議会や、横浜市会の審査では良しとされるのか。 

 

地域の方々のご意見を伺ったうえで検討した、というように説明を行

い、ご理解を頂けるよう努力いたします。 

 

現在のスケジュールですと５月までに案をまとめなければならず、あ
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【委員】 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長】 

 

【委員】 

 

【事務局】 

 

【委員】 

 

【事務局】 

 

【委員】 

 

【事務局】 

 

 

【委員】 

 

まり時間がありません。迅速に案を検討するためにも、該当の７棟に

お住まいの方々へ対する説明についてご意見・ご提案はありますでし

ょうか。 

 

７棟への説明対応を一任します。 

 

ありがとうございます。地域の方のご協力が不可欠ですので、よろし

くお願いします。 

 

 

３ 緑区中山町第一次地区住居表示居住調査開始のお知らせ資料に 

ついて 

（資料３に沿って説明） 

第一次地区において、４月より各戸訪問を伴う居住調査を実施し

ます。本チラシは調査員が各戸訪問する旨をあらかじめお伝えする

ものです。 

配付用となっているものは、４月の上旬に全戸配付します。掲示

用となっているチラシについては、自治会の掲示板に張っていただ

きたいものになります。 

掲示用のチラシについては、中山町自治会、中山駅前ハイツ自治

会、中山パーク・ホームズ自治会、シャルマン・リバーサイド自治

会の３自治会に配付をお願いします。 

 

ご意見、ご質問をお願いします。 

 

チラシはカラー印刷か。 

 

モノクロ印刷です。ピンク色の紙に印刷を行います。 

 

自治会で回覧、掲示するものだけでもカラーにできないか。 

 

了解しました。白紙にカラー印刷とさせていただきます。 

 

全戸配付するチラシについて、封筒に入れて配付できないか。 

 

申し訳ありません。配付数が 5,000 枚あるということもあり、封筒で

の配付は難しいです。 

 

調査員は男性か？女性か？また一人で訪問するのか。 
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【事務局】 

【委員】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

 

【委員】 

 

【事務局】 

 

【委員】 

 

 

【委員】 

 

 

【事務局】 

 

 

 

【会長】 

 

 

 

【委員】 

 

 

委託業者の状況によります。 

ご高齢の方の中には、訪問者と一対一で対面することが怖く、なかな

か対応に出ない方が居る。そのような方にも配慮を頂きたい。 

 

訪問の際にお会いできない場合は、その後３回から４回訪問させてい

ただきます。それでも無理のようでしたら、調査用のハガキを投函さ

せていただきます。そのハガキを返信していただければ調査済みとな

ります。 

 

調査員がいつ頃訪問するか周知はできないのか。 

 

電話番号などの連絡手段がないため、お知らせすることが難しいです。 

 

自治会会員は回覧も回るので、訪問については分かっていただけるの

ではないか。 

 

この調査は家族構成を記録し証明書を発行するとのことだが、調査員

は家族構成を聞き出すということか。 

 

その通りです。委託業者には個人情報取扱いについて、横浜市のルー

ルを順守するよう契約を結びます。また、頂いた情報を近隣の方に漏

らすことは致しません。 

 

チラシの内容については配付資料通りでよろしいでしょうか。もし修

正などがありましたら、事務局の方に連絡を頂くか、後は会長に一任

ということにさせていただきたいと考えております。 

 

了解した。 

 

 

 

＜第 16回検討委員会＞ 

 ・日時：平成 30年４月 17日(火) 午後３時から 

 ・場所：中山町自治会館 

 

資 料 

資料１ 緑区中山町地区住居表示実施に伴う町境変更に関する意見募集

の報告について 

資料２ 緑区中山町地区住居表示実施に伴う町境変更案の方針について 

資料３ 居住調査お知らせチラシ（配付用・掲示用） 

 


